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第4章

それぞれの役割
第４章は、「篠山市のめざす姿」を実現するために必要

な市民、地域、学校、企業、医療機関、行政などがもつ役

割についてまとめたものです。
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※⑯「ＱＯＬ」：生活の質

１．市民の役割

①乳幼児期～学童・思春期
　乳幼児期～学童・思春期の子どもの時期からすでに、生活習慣の乱れは大きな問題となっていま
す。しかし、子どもたち自身が自らその改善を意識することは、容易なことではありません。その
ため、学校などの場で生活習慣病について学習し、幼い頃から家庭で良い習慣を身につけることが
必要です。
　そのためには、子どもたちの生活や生活習慣はまわりの大人たちが影響を与えていることを再認
識する必要があります。大人たちは、自分の健康づくりを率先して推進すると同時に、子どもたち
の生活習慣改善への取り組みを応援する役割を果たすことが必要です。

②青年期
　生活習慣病を予防するには、若い頃から望ましい生活習慣を身につけることが大切です。そのた
め、青年期ではまず自らの健康を振り返り、自分の健康上の問題点をチェックしたうえで、主体的
に生活習慣改善や健康づくりに取り組むことが必要です。
　また、青年期では自分の健康を問題視しない若者が多いと思われますが、現在心身の不調や病気
はなくても、日常の食事や運動面などの生活習慣を振り返ってみると、色々と問題点が見えてきま
す。壮年期に向けての健康づくりのために、少しずつ生活習慣の改善や心の休養を心掛けることが
必要です。

③壮年期～高齢期
　壮年期～高齢期では、生活習慣病など健康に関する様々な問題を抱える人が多く、生活習慣改善
の取り組みは欠かせないものです。自分に必要な生活習慣を理解し、自分にあった生活スタイルを
保つことが大切です。
　また、自分にあった趣味やスポーツなどをみつけ、身体のみならず心の健康づくりにも取り組み、
毎日を楽しく前向きに暮らせるよう努めることが必要です。

２．地域の役割

　「健康ささやま21」では、市民一人ひとりの取り組みに加えて、健康づくりを通じた地域として
の取り組みが、市民や社会のQOL※⑯の向上をめざすうえで非常に大きな原動力になります。この
“地域づくり”そのものをテーマとする取り組みや地域として課題解決にあたることが、今後の健
康づくり運動の大きな柱になります。
　地域住民へ声かけを通した健康づくりに取り組んでいる愛育班活動（母子保健推進員活動）や市
民の食生活改善を目指したいずみ会活動（食生活改善推進員活動）は篠山市民の健康づくりを目指
した重要な地区組織活動です。近隣が声を掛け合って健康の確認を行ったり、グループで食生活改
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※⑰「産業保健」：勤労者の健康管理を行う様々な保健管理システムや保健事業

乳幼児期、学童・思春期、
青年期、壮年期、高齢期

《これからの健康対策》

行政・学校・企業・その他の関係機関が連携した
市民の生涯を支援する体制

善について学び、また家族や近隣に還元することで健康な地域づくりに努めます。
　このような健康づくり活動をはじめ、さまざまな地域活動に参加することは、市民主体の「健康
なまちづくり」運動の推進にもつながります。そのため、地域での活動に積極的に参加していくよ
う努めます。
　また、現在も“地域づくり”“まちづくり”に向けた役割を担っている自治会・婦人会・中年婦人会・
老人会などの組織が連携して効果的な取り組みを進めることで、これまで以上に多くの市民参加を
得ることも可能です。地域組織はさまざまな機会を通し市民に健康の重要性を周知し、健康づくり
を市民運動として広げていく役割を担っていきます。

３．学校の役割・企業の役割

　若い頃から望ましい生活習慣を身につけることの大切さ、それは言うまでもなく子どもの頃から
既に始まっています。ところが、これまでの健康づくり対策を、たとえば行政から見ると、妊娠・
出産後の乳幼児健診などを通じた最も早い時期から赤ちゃんや保護者との関わりを開始するもの
の、学童・思春期の一部については学校保健法に基づく教育委員会の施策、思春期の一部～壮年期
は労働安全衛生法に基づく各企業や健康関連組合の取り組みに主として任され、40歳頃を過ぎて
再び老人保健法に基づいて行政などが主体を担うという形式でした。
　つまり、市民の一生涯を見たとき、何らかのライフステージでどこかの主体が健康づくりを支え
ているものの、それらのつながりは十分とはいえませんでした。
　そこで、「健康ささやま21」を契機に、健康づくり対策を“市民のライフステージを捉えた生涯
健康施策”と位置づけ、特に、行政と学校保健や産業保健※⑰の分野との連携を強化することで、
市民の立場やライフサイクルにあった支援を行える工夫を進めます。
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※⑱「二次予防」： 病気にならないように普段から健康増進に努め、病気のもととなるものを予防・改善することを「一次
予防」という。これに対して、定期健診などで病気を早期発見し早期治療を受けることを「二次予防」、
病気にかかったらきちんと治療をうけ機能の回復・維持を図ることを「三次予防」という。

①学校の役割
　生活習慣が身につく時期として、学童・思春期は非常に重要な時期です。この時期の子どもたち
にとって学校は家庭と共に多くの時間を過ごす場であり、健康づくりにおいて極めて重要な役割を
果たしています。
　学校は、食教育をはじめとする健康教育を充実するなど子どもの健康づくりを推進する中心的な
役割を果たすことが求められています。
　今後、学校や家庭、地域、各関係機関がより一層つながりを深め、子ども達に関する様々な情報
や課題を共有し、それぞれが教育や健康づくりについて十分協議して取り組む必要があります。そ
してしっかりと着実に子ども達を育成することが大切です。

②企業の役割
　学校を卒業し社会人となった市民の生活は、その時間の多くが職場で費やされます。そのため、
企業における健康づくりも又「健康ささやま21」の大きなテーマの一つです。たとえば、昼食に
何を食べるのか、歩いて通勤するのか、車を使用するのか、どこでもタバコを吸えるのか、健診結
果をどのように受けとめるのかなどの積み重ねが健康づくりに大きく関係しています。場合によっ
ては、社員の病気が大きな企業損失につながることもあります。企業の責務として、積極的に社員
の健康管理・健康づくりに努めることが求められます。また、特に中小企業などは健康づくりを推
進する上で、保健関連機関との一層の連携を進めることが必要です。
　一方、直接市民にサービスを提供することを業務とする企業もあり、それらの企業は市民の健康
づくりに関与する立場にあります。飲食業や食品販売業、スポーツ関連企業、情報産業などは、何
らかの形で市民の健康づくりを支援することが必要となってきており、営利目的だけでなく健康づ
くりを念頭に置いたサービス提供を進めていくよう、連携する必要があります。

４.医療機関などの役割

　「健康ささやま21」のめざすものは、健康を増進したり生活習慣病を予防するなど一次予防を推
進することです。もし病気にかかってしまった場合は、早期に発見し治療する二次予防※⑱になり
ます。また、病気により障害を残した場合、障害に対するケアやリハビリテーションなど三次予防
になります。
　「健康ささやま21」を推進する上で、医療機関は病気の発見や治療はもちろんのこと、予防活動
にも関わる種々の取り組みによって、市民を支えることが求められてきています。
　これまでも、健診後の事後指導などが行われていますが、さらに関係機関との連携をすすめ、専
門性を生かした具体的な予防活動の展開が期待されています。
　市民の健康づくりを目指して、行政で行っている健康教育、健康相談、健康大学等の健康づくり
事業との連携をすすめ、予防活動を充実させます。
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　医療機関以外にも、健康にかかわる機関は多くあります。民間の介護保険サービス事業所、薬局、
検査機関、医療教育・研究機関などです。今後このような保健・医療・福祉の分野が一体となって
市民の健康をめざすことが重要で、それぞれがその役割を果たすことに加えて、市民を支える連携
の輪を築くことが重要課題となっています。
　薬剤師会では、行政で行っている禁煙教室等健康教育と連携をとっていますが、今後さらに健康
づくり関係機関との連携を充実させます。

５．行政の役割

　「健康ささやま21」では、市民や社会の“QOLの向上”を健康づくりの最終目標とし、豊かな生
活とまちづくりを目指しています。そのためには、人の健康や生きがいを支える生活・自然・環境
問題への対策に加え、ライフステージに応じた健康施策推進のために「篠山市総合計画」を基本に、
「地域福祉計画」に基づく施策の実施と歩調を合わせ、つねに関連部局が強力な連携のもとにそれ
ぞれの課題に取り組むことが重要だと考えています。
　そのために行政は、次の内容で事業をすすめます。
　① 「健康ささやま21」の考えを市全体に広くPRするとともに、市民が健康の大切さを再認識し、
正しい知識を持って健康的な生活習慣を実践し、自分自身の健康をつくっていくことができる
よう、健康に関する学習機会を提供していきます。

　② 市民が手軽にいつでも健康づくりができるよう、健康情報の提供や環境整備を組織横断的に取
り組みます。

　③ 地域での健康づくり活動が進み運動の輪が広がるよう、地域活動を支援し組織間の連携をすす
めます。

　④ 関係各課が健康づくりという観点から事業連携を行い内容充実に努めます。
　⑤ 篠山市では、重点的に次のように各年度での取り組みを設定し、「健康ささやま21」の計画を
進めていきます。
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取り組みの内容 H.17年度 H.18年度 H.19年度 H.20年度 H.21年度

①市民・地域への啓発
１）広報・ホームページの活用
・『健康ささやま21』ダイジェスト版の活用
・広報に『健康ささやま21』特集の掲載
・ホームページの充実
２）健康教育の実施
　　自治会・老人会等
３）健康教育未実施地区への働きかけ

②地区組織との連携
　愛育班・いずみ会等の話し合い学習

③学校への働きかけ
１）健康づくり教育のPR・実施
２）校長会・養護教諭との連絡会での呼びかけ
３）児童・生徒向けのパンフレットの作成
４）思春期健康教育の充実

④既存事業の評価・改善
１）生活習慣病改善事業・母子保健事業の充実
２）地区組織の自立支援
３）健康づくり関連部署との連携・事業の実施

中　
　

間　
　

評　
　

価

　市民の健康づくりを進めるうえで市民自身はもちろんのこと、行政機関をはじめ医療機関・教育
関係機関・地区組織など市民を支える様々な関係者が、それぞれの特性を生かしつつ連携し、市民
一人ひとりの健康づくりを総合的に支援していきます。つまりヘルスプロモーションの視点に立っ
てそれぞれの役割を果たし、協力・連携していきます。




